
議案第３ ４号

ひた ちな か市 個人 番倚の利 ｍ八 び特 定個 人情 報の を供 に関 する 条Ｍ

の一部を改ｍする 条例制定につ いて

ひた ちな か市個人番号 の利 篦及 び特 定個 人情報の 提供 に関 する 条例 の一 部を 改ｉＥ

する 条例 をＳＩ」 紙の とお り制 定す る。

令和 ４年　 ３Ｊｊ　 ２日　 提出

令和　 年　　 Ｊｊ 日 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１－

明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 個人 番脣の利 只］ ‾瓦び特 定個 人情 報の を供 に関 する 条Ｍ
や

の一部を 改ｊＥす る条例

ひた ちな か市 個人 唇＝ その 利Ｒ‾秡、び ４を 定個 人情 報の １奈 飮に 関す る条 例（ 平成 ２７年

条例 第２ ５号）の 一部 を次 のよ うに 改ｉＥす る。

第１ 条八び第 ５条 第１ 項中 「第 １９ 条第 １０ 号」 を［ 第１ ９条第１ １号］に 改め

る。

別表第１ 中３ の項 を５ の項 とし ，２ の項の次 に次 のよ うに加え る。

３　 市長 ひた ちな か市 障害者手帳交付申 請ｍ 診縦書料助成 要綱 （平 成２ ８年

告示 第４ ０倚）に よる 助成 をの 交付等に 関す る事務で あっ て規ｍで

定め るもの

４　 市長 ひた ちな か市 緊急 保育 サー ビス 事業 実施 ｔ綱 （生 成６ 年告 示第 ２６

号） によ る緊 急保 育サ ービ ス事 業の 実施 に関 する 事務 であ って 規ｍ

で定 める もの

別表第２ の１ ６の 項中

「

子ど も・ 子育て支援法 （平成２ ４年法

律第 ６５ 号） によ る子 ども のた めの

教育 ・保 育給 けお しく は子 育て のた

めの 施設 等利 ｍ給付の 支給又は ｊ也域

子ど も・ 子育 て支 援事業の 実施 に関

する 事務 であ って 規則 で定 める もの

生七きＳ＿１窮夕同１ 人生 ほイ縦護 関係 情報で

あっ て規 則で 定め るもの

子ど も・ 子育 て支援法 （平 成２ ４年缶

律第 ６５ 号） によ る子 ども のた めの

教育 ・保 育給 イ才 ｊれ しく は子 育て のた

めの 施鼈等利 ｍ給付の 支給又は ｊ也域

子ど も・ 子育 て支 援事 業の 実施 に関

する 事務であ って 規則 で定 める もの

地万祝関係情 報で あっ て規 戮ｌ」で 定め

るもの

生活保護 関イ奉情 報で あっ て規則で定

める もの

生迅雅窮灘国 人生恬保護関係情 報で

あっ て規則で定め るもの

２－

」を



改め ，回 項を 回表 １８ の項 とし ，回 表１ ５の 項中

「

「

障害 者の 日常 生活 ‾攷び社 会生 活を総

合的 に支 援す るた めの 缶律 によ る自

を支援給イ才 の支給又 は地埴生恬支援

事業 の実 施に 関す る事 務で あっ て規

則で定め るもの

生ａ ｌｊ 窮夕ＨＥＩ人 生ａ ｆｉ 護関 Ｗ情 報で

あっ て規則で定め るもの

障古 老の 日常 生活 蓼、び社 会生 活を総

合的 に支 援す るた めの 法律 によ る自

荳支 援給 イ才 の支 給又 は地 埴生 恬支援

事業 の実 施に 関す る事 務で あっ て規

則で 定め るもの

地方 税関 係情 報で あっ て規 則で 定め

るもの

生ほ イ縦 護開 示情 報で あっ て規 ｍで定

める もの

中国銭留邦人等支援給付等 関Ｗ情報

であ って規則 で定 める もの

生垢 困窮 タト 国人 生ほ ほ護 関係 情報で

あっ て規則で定め るもの

を

」に

改め ，回 項を 回表 １７ の項 とし ，回 表中 １４ の項 を１ ６の 項と し， １３ の項 を１５

の項 とし ，回 喪１ ２の 項中 「保 ９事 業」 を「 回法 第１ ２５ 条第 １項 の高 齢者保Ｗ事

業若 しく は回 条第 ５項の事業」 に改 め， 回項 を回喪１ ４の 項と し， 鶚表 １１ の項中

「養 育Ｋ療の給付」を 「保健指 導， 新生児の訪問指導，健康診を， 覧娠の届 出，母

子９康手帳の交付，ｙＥ産 婦のあ問指導，低体ｊＲ児 の徭　ｍ， 未熟児のあ問指導，養育

Ｋ療 の給 付」 に， 「又 は費 ＪＴ」の 徴鼈」を Ｎ， 費篦の徴 效又 は母 子せ 康包 括支 援セ ンタ

ーの 事業 の実 施」 に改 め， 回項 を蹣 喪１ ３の 項と し， 回表 中１ ０の 項を １２ の項と

し， ９の 項を １１ の項 とし ，８ の項 を１ ０の 項と し， 回表 ７の 項中 「ぬ 営住 宅」の

次に 「（ 回法 第２ 条第 ２号 に規 定す るむ 営住 宅を いう 。） 」を 加え ，回 項を 回表 ９の項

とし ，同 喪中 ６の 項を ８の 項と し， 回喪 ５の 項中 「の 支給 」を 「若 しく は進 学準備

給付をの支給，披保護者４康管ＪＩ 支援事業の実施」 に改 め， 回項 を回喪７ の蘿とし，

同喪 中４ の項 を６ の項 とし ，３ の項 を５ の項 とし ，２ の項 の次 に次 のよ うに 加え る。

３　 市長 ひた ちな か市 障古老手帳交 付申 請ｍ

診断 書料 助成 要綱 によ る助 成を の交

付等 に関 する 事務 であ って 規則 で定

める もの

地方 税関 係情 報で あっ て規 則で

定め るもの

３



４　 市長 ひた ちな か市 緊急 保育 サー ビス 事業

実施 要綱 によ る緊 急保 育サ ービ ス事

業の 実施 に関 する 事務 であ って 規則

で定 める もの

地方 税関 係情 報で あっ て規 則で

定め るもの

生き 加護 関｛示情 報で あっ て規ｍ

で定 める もの

生き Ｓ窮 夕ＨＥＩ 人生 ほ加 護関 係情

報で あっ て規 則で 定め るもの

付　則

この 条Ｍ は， 令加 ４年 ４１ １日 から 施行 する 。た だし ，第 １条 八び 第５ 条第 １叛

の改 ‾を規定並びに緊表第 ２の 改ｉＥ規定（回表 １２ の項中「保９事業」を 「回 ま第１

２５ 条第 １項 の高 齢者 保健 事業 若し くは 回条 第５ 項の 事業 」に 改め る部 分， 回表１

１の 項中 「養 育Ｋ 療の 給イ才」 を「 保９ 指導 ，新 生児 の訪 問指 導， ９康 診ま ，ＭＥ娠の

届出 ，茸子健康手帳の 交付 ，妊産婦 の訪 問指 導， 低体重児 の届 出， 未熟児の訪問指

導， 養育 Ｋ療 の給付」 に， ［又 は費 丿目 の徴収］ を「 ，費 ルｌ の徴鼈又 は母子健康包括支

援セ ンタ ーの事業の実施」 に改 める 部分，回表７ の項 中「ぬ営住宅」の次に 「（ 回法

第２ 条第 ２そ に規定す るぬ営住宅を いう 。） 」を加え る部分八び回表５ の項中「 の支

給」 を「若し くは進学準備給付金の支給，被保護者９康管ミ支援事業の実施」に改

める 部分 に限 る。 ）は ，ぬ 布の 日か ら施 行す る。

４



ＱＩ

参考資料

ひた ちな か淑個人番号の利 ＪＩモｊ Ｒび特定個人情報のを供に 関す る条例新 ｜日 対照表

旧

（趣 回）

第１ 条　 この条例は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

ＨＩ 等に 関す る法律（平成 ２５ 年法律第 ２７ 号。 な下 「番 号法」と いう 。）第

９条第２ 項の規定に基づく 個人番号の利 ｊＨ ｊ、び番号法第１ ９条第１ ０号の規
－

ｔにまづ く特定個 人情報の提供に関 し必要な 事犧を定 める もの とす る。

（特定個人情報の提供）

第条 番ｙｍに規定する 条Ｍ で定め特定恤入ｔ肖報 をを供

する こと がで きる 場合 は， ９ｊ表第 ３の第１ 欄に掲げ る機関が，回表の第３欄

に掲 げる 機関 に対 し， 同表 の第 ２欄 に掲 げる 事務 をｍ。Ｉ１す るた めに 必要 な回

表の第４ 欄に掲げ る特定個人情報の提供を求めた場合において ，回表の第３

欄に掲げる機関が 售該特定個人情報を提供すると きと する。

２　略

ＳＩ」表第１ （第 ４条 関係）

機関 事務

１　 市長 ひた ちな か市Ｅ療福祉費支給に 回す る条例（平成 ６年条例 第７

２号）に よる ［Ｋ療福祉費 の支給等 に関する 事務 であ って規則で

定め るもの

２　 市長 生活にｉ窮する外国人 に対する 生活保護法（昭和 ２５ 年法律第

１４ ４号）に よる 保護 に準ずる 措置 に関する 事務 であ って 規則

で定める もの

３　 教育委
－

員会

ひた ちな か淑就学援助 費交 イ才 規只｜」 （平成６ 年教委規ｍ第 １４

号） によ る就学援助費 の交付等 に関する 事務 であ って 規則 で定

める もの

Ｎ０ ．１

新

（趣 回）

第１ 条　 この条例は， 行政手続における特定の個人を識ｉｊするための番号の利

Ｈｊ 等に関する法律（平成 ２５ 年法律第 ２７ 号。 な下 「番号法」と いう 。）第

条第 癢の規定にＸづく 駆人番倚の昜鴇‾反び番野心の規

定に 基づ く特定個人情報の提供 に関 し必Ｗな 事叛を定める もの とす る。

（特定個 人情報の提供）

第条 番そま皿こＭｔする気例で定め る特定恤入ａ報を提供

する こと ができる場合は， ＳＩ」表第３ の第 １欄に掲げる機関が， 同表の第 ３欄

に掲げる機関に対 し， 回表の第 ２欄に掲げる事務を夕１！ｆミする ために６Ｓな同

表の第４ 欄に掲げる特定個人情報の提供を求 めた場合 において ，回表の第３

欄に掲げ る機関が 售該特定個人情報 を提供す ると きと する。

２　略

９ｊ表第 １（第４ 条関係）

機関 事務

１　 市長 ひた ちなか亟Ｅ療福祉費支給に関する条例（平成 ６年条例第７

２号）に よる Ｋ療福祉費の支給等に関する事務であっ て規ｍで

定めるもの

２　 市長 生活に困窮する外国人に笥する生き保護法（昭和 ２５ 年法律第

１４ ４号）に よる保護に準ずる措置に関する事務であって規則

で定める もの

３　 淑長
一一一

ひたちなか市障害者手帳交付申請ｊＦｊ診断書料助成要綱 （平成２

８年告示第４ ０そ）による助成金の交付等に関する事務であっ

て規則で定めるもの

４　 市長
一一

ひた ちな か勣緊急保育サー ビス 事業実施９綱 （平成６ 年告示第

２６ そ） によ る緊急保育サービス事まの実施に関する事務であ

って規則で定める もの

５　 教育委
～－

員会

ひたちなか淑就学援助費交付規則（平成 ６年教委規則第１４

号） によ る就学援助費の交付等に関する事務であって規鶚で定

める もの

備考



Ｑ

Ｎ０ ．２

旧 新 備考

別表 第２ （第 ４条 関係） Ｍり表第 ２（第４ 条関係）

機関 事務 特定個人情報 機関 事務 特定個人情報

１　 勣長 ひた ちな か賍 Ｋ療福祉費支給に 関す る条

例に よる 医療福祉費の支給等に関する事

務であっ て規則で定め るもの

略 １　 淑長 ひた ちな か巾Ｅ療福祉費支給に 関す る条

例に よる Ｋ療福祉費の支給等に 関す る事

務であっ て規則で定め るもの

略

２　 淑艮 生活に迅窮す る外国人 に対する 生活保護

法に よる 保護に準ずる 措置に関する 事務

であって規則で定める もの

略 ２　 市Ｋ 生迅に迅窮す る夕１ヽ 国人 に対する 生活保護

法に よる保護に準ずる措置に関する 事務

であって規則で定める もの

略

３　 巾長
一一

ひた ちな か淑障害者手帳交付申 請用診断 地方税関係情報であっ

書料助成要綱によ る助成金の交付等に関 て規則で定めるもの

する事務であって規則で定める もの

４　 市長
一一

ひた ちなか亟緊急保育サー ビス事業実施 地方税関係情報であっ

戛綱 によ る緊急保育サービス事業の実施 て規則で定め るもの

に関する 事務であ って規則で定める もの 生活保護愾係情報であ

って規則で定める もの

生活困窮外国人生迅保

護関係情報であっ て規

則で定め るもの
一一一一

３　 巾長
一一

児童福祉法（ ＨＳ 和２ ２年法律第１ ６４

号） によ る障害児亟所給付費， 特例障害

児亟所給付費，高額障害児通所給付費，

肢体 万ヽ自Ｆ４１ 児亟所Ｋ療費 ，障害児相談支

援給付費若しくは特例障害児相談支援給

付費 の支 給， 障害福祉サー ビス の提供，

保育所におけ る保育の 実施若し くは措置

又は費Ｊ４１ の徴収に 関す る事務であっ て規

則で定め るもの

略 ５「↑ｆ長
－

児童福祉缶（ Ｍ和 ２２ 年法律第 １６４

号） によ る障害児亟所給付費， 特例障害

児途所給付費 ，高 額障害児逼所給付 費，

肢体不自 包児應所を療費， 障害児相談支

援給付費若し くは 特例 障害児相 談支援給

付費の支給， 障害福祉サー ビス の提供，

保育所におけ る保育の 実施若し くは措置

‾天は費 Ｊｉ目の徴Ｕ又に 関す る事務で あっ て規

則で定め るもの

略

４「ｔｆ長
－ヽ

身体障害者福祉法によ る障害福祉サービ

ス， 障害者支援施鼈等への入所等の 措置

又は費Ｈ］の徴収に関する 事務であ って規

則で定め るもの

略 ６　 巾長
ｒｉ

身体障害者福祉法によ る障害福祉サービ

ス， 障害者支援施鼈等への入所等の措置

又は費万ｊの徴效に関する 事務であ って規

則で定め るもの

略



－
Ｍ
Ｉ

Ｎ０ ．３

旧 新 備考

５　 市長
－

生活保護法に よる 保護 の決定八び実施，

就労 自ズＺニ 給付金の 支給 ，保護に Ｗす る費

丿干ｊの 返４又は徴鼈をの徴牡に関する 事務

であ って規則で定める もの

略 ７　 市長
ｊＷ

生活保護法による保護の決定及び実施，

就労自を給付金若 しく は進学準備給付金

のま給。首保邁ム希Ｗ康喩を攵鶚、事業（匹
施， 保護に要する費Ｈモｌ の返還又は徴１１又を
－

の徴収に関する事務であっ て規則で定め

るもの

略

６　 淑長
－

地方税法その他の地方税に関す る法律及

びこ れら の法律に基づ く条例に よる 地方

税の賦課徴収 又は 地方税に 関す る調査

（き［！則事件の調ま を含 む。 ）に関す る事

務であっ て規則で定め るもの

略 ８　 燉良
一

地方税法 その 他の 地方税に 関す る法律八

びこ れら の法律に 基づ く条例に よる 地方

税のは課徴収又は麑方税に関する調査

（き［！則事件の調をを含む。 ）に関する事

務で あっ て規則で定め るもの

略

７　 面長
－－～ゝ

ぬ営住宅法（ 日ｇ 和２ ６年法律第１ ９３

号） によ る価営住 宅の 菅垣１に 関す る事務

であって規則で定める もの

略 ９　 市長
心－

な営 住宅 法（ 昭和 ２６ 年法 律第 １９３

号） によ るぬ営住宅（回法第２ 条第 ２号

に規定する公営住宅をいう 。） の管Ｊミに

関する事務であって規則で定めるもの

略

８「ｈ長
～－

国Ｒ健康保険法に よる 保険給付 の支給又

は保健事業の実施 に関する 事務であ って

規則で定める もの

略 １０ 「ド良
一

国Ｒ健康保険法による保険給付の支給又

は保健事業の実施に関する事務であって

規則 で定 める もの

略

９「社長
－

加的障害者福祉法 （日ｇ和 ３５ 年法律第３

７号）に よる 障害福祉サー ビス ，障害者

支援施鼈等への入所等 の措置又 は費 只］の

徴鼈に関 する 事務 であ って 規ｍ で定 める

もの

略 １１ 「１縦
一一

加的障害者福祉法 （Ｈｇ手口３ ５年法律第３

７号）に よる障害福祉サー ビス ，障害者

支援施鼈等への入所等の措置又は費ｍの

徴鼈に関する事務であって規則で定める

もの

略

１０　 巾長
－

ｔ人福祉法（ ［１７４ 和３ ８年法律第１ ３３

号） によ る福祉の措置又は費只］の 徴り又に

関す る事務であっ て規則で定め るもの

略 １２ 「ｔｉ長
一一

老人福祉法（ 昭和 ３８ 年法律第 １３３

号） によ る福祉の措ｔ又は費ｍの徴牡に

関する事務であって規ｍで定めるもの

略

１１ 「↑ニｆ長
一一－

弯子保健法に よる 養育 Ｅ療 の給 イ才おしく

は養 育Ｋ療に 要す る費 万］ の支給又 は費 只］
一一

の徴収に 関す る事務で あっ て規則で定め

るもの

略 １３　 淑長
一一

毎子保健法に よる 保健指導，新生児 の訪

黠ち薦、 ぱ康診査，妊娠の届出，母子健

略

康手をのをイ才、 妊産婦の訪問指導，低体

重光の届 豐、、未熟児の訪問指導， 養育Ｆ
－

療の給付若し くは養育Ｋ療に要する 費ｍ

の支給， 費用の徴収又は母子健康包括支
〃ＷＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＷＷＷＷＷＷｔ

援セ ンタ ーの事業の実施に関す る事務で
～

あっ て規則で定め るもの



（Ｘ）

Ｎ０ ．４

旧 新 備考

１２　 巾長
－

高齢者の 医療 の確保に 関す る法律に よる

後期高齢者【を療給付の支給， 保険料の徴

収又 は保健事業の 実施 に関する 事務 であ

って規則で定める もの

略 １４　 市長
－

高齢者の 医療の確保に 関す る法律に よる

後期 高齢者医療給付の 支給，保険料の徴

４又又は回法第１ ２５ 条第 １項の高齢者保

Ｗ事業若 しく は回条第 ５項の事業の実施

に関する 事務であ って規則で定める もの

略

１３　 淑長
－

中国残留邦人等の Ｆ９ 滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中 国残留邦人等八び特定

Ｅ偶者の 自をの支援に 関す る法律に よる

支援給付又はＥ偶者ま援をの支給に 関す

る事務であっ て規則で定め るもの

略 １５　 巾長
一一

中国残留邦人等の ［Ｉ］滑な帰国の促進並び

に永住帰国し た中 国残留邦人等及び特定

Ｅ９者の 自立 の支援に 回す る缶律に よる

支援給付又はＥ偶者支援金の支給に 関す

る事務であっ て規則で定め るもの

略

１４　 市長
－

介護保険法による保険給付の支給， ｔ域

支援事業の実施又はほ険料の徴效に関す

る事務であっ て規則で定め るもの

略 １６　 市長
－

介護保険法による保険給付の支給， 地域

支援事業の実施又 はほ険料の徴鼈に 関す

る事務であっ て規則で定め るもの

略

１５　 淑長
－

障害者の 日常生ｇＲび社会生ｔを総合的

に支援す るた めの 法律 によ る自 を支援給

付の支給又はｔ域生き支援事業の実施に

関す る事務であっ て葭則で定め るもの

生活困窮外国人生活保

護関係情報で あっ て規

則で定め るもの

１７　 市良
一

障害者の 日常生き八び社会生活 を総合的

に支援す るた めの 法律 によ る自 立支援給

付の 支給又は 地域生活支援事業 の実施に

関す る事務であっ て規則で定め るもの

地方税関係情報であっ

て規則で定め るもの

生活保護関係情報であ

って規則で定める もの

中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって

規則で定める もの

生ｔＳ窮外国人生活保

護関係情報であっ て規

則で定め るもの

１６　 市良
一

子ど も・ 子育て支援缶 （平成２ ４年缶律

第６ ５そ）に よる 子ど もの ため の教育・

保育給付若し くは子育 ての ため の施鼈等

利ＪＩＩ 給イ才の支給又はま域子ど も・ 子育て

支援事業 の実施に 関す る事務で あっ て規

則で定め るもの

生活困窮外国人生活保

護回係情報で あっ て規

則で定め るもの

１８　 市長
－

子ども・ 子育て支援也 （平成２ ４年法律

第６ ５号）に よる 子ど ものため の教育・
Ｘ

４育給ィ才ぉ しく 收子育てのための施鼈等

利ＪＩ給付の支給又は ｊ吏域子 ども ・子 育て

支援事業の実施に 関す る事務で あっ て規

則で定め るもの

地方税関係情報であつ

て規則で定め るもの

生活保護関係情報であ

って規則で定める もの

生活■窮外国人生活保

護関係情 報で あっ て規

則で定め るもの


